
岩井戸地区地区計画 

 

１ 都市計画決定年月日及び告示番号 

 

  平成１０年１１月２４日   中井町告示第３６号 

  平成１２年１２月１日    中井町告示第３０号 

  平成３０年４月１日     中井町告示第１２号 

 

２ 都市計画決定の内容 

 

名    称 岩井戸地区地区計画 

位    置 足柄上郡中井町半分形字岩井戸及び字引地並びに田中字高田下 

面    積 約２．５ｈａ 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 
開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

地区計画の 

目標 

 本地区は、ＪＲ東海道本線二宮駅から北西へ約６．４㎞、東名高速道路秦野中

井インターチェンジから南西へ約３．５㎞に位置し、優良な自然環境に囲まれた

良好な市街地を形成するため、組合施行の土地区画整理事業により計画的に都市

基盤の整備を行っている地区である。 

このため、地区計画を策定することにより、土地の有効利用及び建築物等の計

画的誘導を行い、緑豊かな魅力ある街づくりを進めることを目標とする。 

土地利用の 

方針 

県道中井羽根尾線沿道については、周辺環境を考慮し、周辺住宅地のための生

活関連施設と住宅とが調和した土地利用を図る。また、その他の地域については、

良好な低層住宅地の形成を図る。 

地区施設の 

整備の方針 

本地区は、土地区画整理事業により道路等の公共施設が合理的に配置されるの

で、この機能が損なわれないよう維持、保全を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

沿道地区：周辺住宅地を支援する店舗等の生活関連施設や住宅の立地を図るた

め、建築物等の用途の制限、延べ床面積の敷地面積に対する割合の最

高限度、建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、敷地面積の最

低限度、高さの最高限度及び壁面の位置の制限等の必要な基準を設け

る。 

住宅地区：主として低層住宅地の良好な居住環境の維持・向上を図るため、建築

物等の用途の制限、敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等の必

要な基準を設ける。 

緑化の方針 
緑豊かで潤いのある良好な街なみを形成するため、公共空間の緑化を図るとと

もに、宅地内緑化を推進する。 



地 

 

区 

 

整 

 

備 

 

計 

 

画 

地区施設の配置及

び規模 

道路：区画道路  幅員８ｍ  延長約 80ｍ 

   幅員６ｍ  延長約 600ｍ 

歩行者専用道路  幅員３ｍ  延長約 60ｍ 

公園：１箇所  約 1,000㎡ 

建 

 

築 

 

物 

 

に 

 

関 

 

す 

 

る 

 

事 

 

項 

地区

の 

区分 

地区の 

名称 
沿道地区 住宅地区 

地区の 

面積 
約０．９ｈａ 約１．６ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建

築物は建築してはならない。 

１  住宅（７以上の住戸を有する長

屋を除く。） 

２  住宅で事務所、店舗その他これ

らに類する用途を兼ねるもののうち

建築基準法施行令第 130条の３に掲

げるもの 

３  共同住宅（７以上の住戸を有す

るものを除く。） 

４  事務所の床面積が 150㎡以内の

もの 

５  学校、図書館その他これらに類

するもの 

６  神社、寺院、教会その他これら

に類するもの 

７  老人ホーム、保育所、福祉ホー

ムその他これらに類するもの 

８  老人福祉センター、児童厚生施

設その他これらに類するもの 

９  病院及び診療所 

10  巡査派出所、公衆電話所その他

これらに類する建築基準法施行令第

130条の４に掲げる公益上必要な建

築物 

11  店舗、飲食店その他これらに類

する用途に供するもののうち建築基

準法施行令第 130条の５の３に掲げ

るものでその用途に供する部分の床

面積の合計が 500㎡以内のもの（３

階以上の部分をその用途に供するも

のを除く。） 

12  自動車車庫で床面積の合計が

300㎡以内のもの又は都市計画とし

て決定されたもの（３階以上の部分

をその用途に供するものを除く。） 

13  公益上必要な建築物で建築基準

法施行令第 130条の５の４に掲げる

もの 

14  前各号の建築物に附属するもの

（建築基準法施行令第 130条の５の

５に掲げるものを除く。） 

次の各号に掲げる建築物以外の

建築物は建築してはならない。 

１  住宅（７以上の住戸を有する

長屋を除く。） 

２  住宅で事務所、店舗その他こ

れらに類する用途を兼ねるものの

うち建築基準法施行令第 130条の

３に掲げるもの 

３  共同住宅（７以上の住戸を有

するものを除く。） 

４  診療所 

５  巡査派出所、公衆電話所その

他これらに類する建築基準法施行

令第 130条の４に掲げる公益上必

要な建築物 

６  前各号の建築物に附属するも

の（建築基準法施行令第 130条の

５に掲げるものを除く。） 



 

地 

 

区 

 

整 

 

備 

 

計 

 

画 

地

区

施

設

の

配

置

及

び

規

模 

地

区

の 

区

分 

地区の名称 沿道地区 住宅地区 

地区の面積 約０．９ｈａ 約１．６ｈａ 

建築物の延べ面積の

敷地面積に対する 

割合の最高限度 

１５／１０ － 

建築物の建築面積の

敷地面積に対する 

割合の最高限度 

５／１０ － 

建築物の敷地面積の

最低限度 

１５０㎡ 

ただし、土地区画整理法の規定による換地処分または仮換地の指定

を受けた土地で当該規定に適合しないものについて、所有権その他の

権利に基づいてその全部を一の敷地として利用する土地はこの限り

ではない。 

建築物等の高さの 

最高限度 
１５ｍ － 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

は１．０ｍ以上（幅員６ｍ以上の地区施設の道路境界線までの距離は、

１．５ｍ以上）とする。 

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分に

ついてはこの限りではない。 

１．外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下のもの 

２．物置その他これに類する用途に供し軒の高さが２．３ｍ以下で、

かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

３．自動車車庫の用途に供し軒の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面

積の合計が３０㎡以内であるもの 

建築物等の形態又は

意匠の制限 

１．建築物の屋根、外壁及び屋外広告物は刺激的な色彩又は装飾を用

いないものとする。 

２．建築物及び屋外広告物の意匠は、周辺の環境に配慮したものとす

る。 

かき又はさくの構造

の制限 

道路に面するかき又はさくの構造は、次の各号のいずれかに掲げる

ものとする。ただし、門柱その他これに類するものは除く。 

１．生垣 

２．地盤面から高さ１．５ｍ以下の網状又は格子状で安全な構造とす

る。 

また、基礎の高さは設置する地盤面から０．６ｍ以下とする。 

「地区計画の区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 

 


